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１ 基本方針 

児童の⽣きる⼒を育成し、豊かな学校⽣活を実現させる教育活動の⼀環として部活動を位置付ける。⾳
楽に⾃主的・⾃発的に親しむ活動を通して児童の個性や能⼒の育成を図る。 

 
２ 部活動の意義 

（１）⾳楽の楽しさや喜びを味わい、⽣涯にわたって⽂化的・健康的な⽣活を送る資質や能⼒を育てる。 
（２）児童の⾃⽴を促し、技術の向上を図る。 
（３）⼤会やコンクール、コンサート等に参加し、練習の成果を発揮することで、達成感や充実感を味わ

わせる。 
（４）互いに励まし、協⼒する中で、学級や学年を離れた仲間とふれ合うことによって異なる⼈間関係を

形成する。 
 

３ 令和８年度の設置部活動と指導者 

（１）管弦楽部（オーケストラ） 
（２）顧問３名 

※設置部活動と指導者は、年度ごとに決める。 
※教員の⼈事異動等により活動を休⽌することもある。 
 

４ 参加対象児童 
（１）３年⽣〜６年⽣の希望する児童で保護者の承諾を得たもの。 
（２）３年⽣は、２⽉から⼊部することができる。 
 

５ 活動計画の作成 
（１）部活動指導者は、毎⽉の活動計画（活動⽇時・活動場所・休養⽇及び⼤会参加⽇等）を作成し、校

⻑の決裁を受ける。決裁後、所属児童に配付する。 
（２）活動計画が下記の活動時間及び休養⽇の基準に合わない場合、部活動指導者は事前に申し出て校⻑

の許可を得る。 
 

６ 適切な指導の実態 
（１）安全・安⼼な活動 

・校⻑及び部活動指導者は、児童の⼼⾝の健康管理（熱中症やスポーツ障害）外傷の予防やバランス
のとれた学校⽣活への配慮等を含む）、事故防⽌及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

・⼤会やコンクール等での成績のみを重視して過重な練習を強いることなどがないようにし、児童の
健全な⼼と⾝体を培い、豊かな⼈間性を育むためのバランスのとれた活動にする。 

（２）効果的な指導 
・部活動指導者は、科学的な⾒地から、休養を適切に取りつつ短時間で効果が得られる指導を⾏うよ

うに努める。 
・児童の体⼒や技術の向上や⽣涯を通じて⽂化的な⽣活を楽しむ基礎を培うことができるように、児

童とのコミュニケーションを⼗分に図り、児童の活動意欲を持続させ⾼める指導の⼯夫に努める。 
 
 
 
 
 



７ 活動時間と最終下校時刻 
（１）活動時間 

○平⽇ 
・始業前の練習開始時刻は、午前７時２５分以降とする。 
※昇降⼝の開錠は７時１０分以降とする。 
・１⽇の活動時間は朝練習３０分程度、午後練習２時間程度とする。 

○学校休業⽇ 
・１⽇の活動時間は３時間程度とする。（練習試合、⼤会等を除く） 

○⻑期休業中 
・原則として、活動時間を教職員の勤務時間内に設定する。（午前８時１０分〜午後４時４０分） 

（２）最終下校時刻 
〇平⽇の最終下校時刻を午後５時３０分とする。（午後５時２０分：活動終了） 
〇冬季（１１⽉〜２⽉）は午後５時１５分とする。（午後５時００分：活動終了） 

・冬季（１１⽉から２⽉）で⽇没の早い時期は、集団で下校させる。 
※設定された下校時刻を超えて活動する必要がある場合は、校⻑の許可を得る。 

 
８ 休業日 

（１）学期中 
〇週当たり２⽇以上の休業⽇を設ける。 

・平⽇の午前と午後：１⽇以上 
・⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇：１⽇以上 
※⼤会やコンクール、合同練習等で休⽇に休業できない場合は、平⽇の活動を減らして調節する。 

（２）⻑期休業中 
〇取扱は学期中に準じる。 

・夏季休業中：１週間以上 
・冬季休業中：１週間程度 

（３）学校⾏事等で実施しない⽇ 
〇下記の学校⾏事等については、原則実施しない。 

・職員会議、研究・研修実施⽇ 
・運動会前⽇、運動会当⽇、運動会振替休業⽇ 
・千教研船橋⽀会研修、市教育研究⼤会⽇（船橋市全体のノー部活デー） 
・夏季の学校閉庁期間（８⽉１２⽇から８⽉１７⽇） 
・年末、年始の学校閉庁期間（１２⽉２８⽇から１⽉４⽇） 
・卒業式前⽇、卒業式当⽇ 
※⼤会及びコンクール前等（２週間前）で実施する場合は、校⻑の許可を得る。 
 

９ 保護者との連携・協力 
部活動は、児童・指導者・保護者が三位⼀体となって取り組むことにより、教育活動外の活動でも、安

全に、児童にとって学びの深いものになると考える。そこで、管弦楽部所属児童の保護者により「管弦楽
部保護者会」を構成・運営し、以下の事項について、保護者の理解・協⼒を得られるようにする。 

・⼤会やコンクール、合同練習等における会場への児童引率・補助。 
・⼤会やコンクール、合同練習等における会場設営、運営の補助。 
・⽤具や楽器等の運搬。 
・学校休業⽇の練習や⼤会等での補助。 
・活動に必要な物品の購⼊と管理。 
・部連絡網の管理や指導者からの連絡の伝達。 
・必要に応じての児童の送り迎え。 


